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自己負担割合の判定について  

 
医療機関等を受診するときの自己負担割合は、前年の所得状況などに応じて判定します。 

また、毎年８月１日で自己負担割合の判定対象となる年度が切り替わります。 

例）令和６年８月１日～令和７年７月３１日の判定は、令和５年の所得状況をもとに判定します。 

 

世帯に住民税の課税標準額※１が１４５万円以上の国保高齢受給者がいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 住民税の課税標準額とは、総所得金額から地方税法上の各種控除を差し引いた後の金額のことです。 

   所得金額とは、収入金額から必要経費を差し引いた額のことです。 

 

※２ 調整控除の金額（合計所得が３８万円以下の１９歳未満の国保加入者） 

１６歳未満の国保加入者数×３３万円、１６歳以上１９歳未満の国保加入者数×１２万円 

 

※３ 旧国保被保険者とは、７５歳になったことなどにより国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人

で、後期高齢者医療制度移行後も世帯状況に変更がない人です。 

 

※４ ただし、７０歳から７４歳までの国保高齢受給者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額」の合計が 

２１０万円以下の場合は、自己負担割合は２割となります。 

 

 

はい いいえ 

はい いいえ 

令和５年１２月３１日に国保高齢受給者が世帯主であって、同じ世帯に合計所得が３８万円以下の１９歳未

満の国民健康保険被保険者がいる場合は、課税標準額から調整控除の金額※２を差し引いて判定します。 

 
はい いいえ 

同じ世帯で国保高齢受給者の人数が 

●１人の場合・・・・・収入金額の合計が３８３万円未満 

●２人以上の場合・・・収入金額の合計が５２０万円未満 

同じ世帯の旧国保被保険者※３を含めた収入合計が５２０万円未満 


